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令和８年３月             板橋区長  

本区の都市づくりは、平成 30（2018）年３月に策定した「板橋区都市づくりビ

ジョン（第３次）」において、概ね 20年後の都市の将来像を見据え、「東京で一番

住みたくなるまち」を目標に進めてまいりました。 

区内の板橋駅、大山駅、上板橋駅、高島平駅の都市再生や区立中央図書館・ボ

ローニャ絵本館をはじめとする公共施設整備など、区内各地域における都市づく

りは着実に進展し、本区の都市づくりを取り巻く状況は 100 年に一度の大きな転

換期を迎えております。 

また、令和３（2021）年４月に、板橋区都市づくりビジョンの実現に寄与する

ことを目的に「板橋区都市づくり推進条例」を制定し、区民発意の都市づくりの

促進や大規模土地の土地利用転換の誘導などにも取り組んでおります。 

このような状況のもと、本計画は、令和８（2026）年度を初年度とする区の最

上位計画である「板橋区基本構想」が掲げた将来像「未来をひらく 緑と文化の

まち“板橋”」を同一の理念として掲げることで、区のこれまでの取組をさらな

る高みへと発展させていく総合的な都市づくりを実現する計画として策定いたし

ました。 

本計画では、都市基盤などの都市空間だけでなく、人の活動や地域の自然・歴

史・文化、ものづくりなどのくらしの積み重ねを尊重しながら、総合的・統一的

に都市づくりを捉える考え方として「地域の価値を最大化する『板橋都市デザイ

ン』」を打ち出しております。 

この考え方を共通認識として、皆様の身近な生活圏の豊かさを形成する都市づ

くりに取り組むことで、これからの予測困難な時代における持続可能な区政が実

現できるものと考えます。 

都市づくりは長い年月を要し、また行政だけで進められるものではありません。 

概ね 20年先を見据え、区民や事業者の皆様をはじめとする多様な主体が、とも

に未来の“板橋”を思い描き、協働の都市づくりに取り組んでいくことが不可欠

です。 

「板橋区に住みたい、住み続けたい、また住みたい」と感じていただける都市

であり続けるために、全力で取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力

をお願い申し上げます。 
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Column（コラム）と Action（アクション） 
本計画では、計画本編の中で参考となる情報を以下のマークとともに掲載しています。 

Action 

Column 社会潮流に伴う国土交通省や東京都の取組を紹介しています。 

記載内容と関係する板橋区の具体的な事業を紹介しています。 
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大山ピッコロ・スクエア周辺・
クロスポイント周辺地区再開発

板橋交通公園

大山駅

板橋区役所前駅

板橋駅西口地区・板橋口地区再開発
板橋駅前広場整備

新板橋駅

板橋駅

下板橋駅

中板橋駅

文化会館
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板橋本町駅

加賀史跡公園

加賀スポーツセンター

石神井川

東板橋公園
こども動物園

子ども家庭
総合支援センター
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石神井川

ときわ台駅

中板橋駅

大山駅

大山ピッコロ・スクエア周辺・
クロスポイント周辺地区再開発

板橋交通公園
文化会館
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上板橋駅

小竹向原駅

都立城北中央公園

中央図書館

教育科学館
上板橋駅南口駅前地区再開発
上板橋駅前広場整備

板橋区平和公園
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新高島平駅

西高島平駅

都立赤塚公園

区立美術館
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赤塚植物園

都立赤塚公園

高島平駅

西台駅
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「ケヤキ」 「ニリンソウ」 「ハクセキレイ」
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区立中央図書館区立板橋こども動物園

高島平のけやき並木
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石神井川の桜並木

板橋宿 新河岸川沿い産業集積地
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いたばし花火大会

板橋農業まつり 板橋区民まつり
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●アーバンデザインセンター高島平(UDCTak)
●(仮称)板橋駅西口周辺エリアプラットフォーム
●かみいたねプロジェクト
●大山駅周辺のエリアマネジメント

●ときわ台しゃれまち協議会
●加賀まちづくり協議会
●中台二丁目北地区まちづくり協議会
●新河岸二丁目工業地域まちづくり協議会

● 淑徳大学
● 大東文化大学
● 帝京大学

● 東京家政大学・東京家政大学短期大学
● 東洋大学
● 日本大学(医学部)

かわまちづくりイメージ図

まちづくり協議会 大学連携事業

高島平緑地

絵本のまちひろば
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（仲宿、30歳代)【板橋・大山エリア】

（西台、30歳代）
【新河岸・高島平エリア】

（加賀、30歳代）【板橋・大山エリア】

(徳丸、30歳代)
【徳丸・西台エリア】

出典：「令和５年度 都市づくりビジョンアンケート調査結果」

（桜川、30歳代)
【大谷口・向原エリア】

（徳丸、30歳代）
【徳丸・西台エリア】

（大山東、50歳代)
【板橋・大山エリア】

（小豆沢、30歳代）
【小豆沢・志村エリア】

（小茂根、20歳未満）
【大谷口・向原エリア】

（志村、30歳代）
【小豆沢・志村エリア】

（徳丸、50歳代）
【徳丸・西台エリア】

（高島平、30歳代）
【新河岸・高島平エリア】



第１章 板橋区の都市を知る 

17 

  

第１章

板
橋
区
の
都
市
を
知
る

第３章

め
ざ
す
都
市
の
姿

第２章

都
市
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン

の
役
割
・
改
定
背
景

第６章

都
市
デ
ザ
イ
ン
の

推
進
に
向
け
て

資料編

第４章

分
野
別

都
市
づ
く
り
の
方
針

第５章

エ
リ
ア
別

都
市
づ
く
り
の
方
針

❶ 淑徳大学
❷ 大東文化大学
❸ 帝京大学
❹ 東京家政大学

東京家政大学短期大学
❺ 東洋大学
❻ 日本大学医学部

赤塚
・成増 徳丸

・西台 上板橋
・常盤台

大谷口
・向原

板橋
・大山

坂下
・舟渡

小豆沢
・志村

新河岸
・高島平

❶

❷

❸
❹

❺

❻

14

63

7
6 住んでみたい

条件が合えば住んでみたい

あまり住みたくない

住みたくない

第１章 板橋区の都市を知る
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➤近く（の街）に
何でもある

➤交通の便が良い

➤イベントが
たくさんある

➤図書館があって
勉強できる

➤楽しいお店が多い

➤子育てがしやすい

➤道路が狭い

➤特色があるものがほしい
(クラブ、古着屋、
音楽スタジオ、カフェ、
デートスポット)

➤あつまれる場所が
ほしい

➤安全面（災害、危険
な虫、地面のひび）



 

第２章 

板橋区都市づくりビジョンの役割・

改定背景 

１ 板橋区都市づくりビジョンの位置づけ 

２ 計画の役割 

３ 計画期間 

４ 改定に影響を及ぼす都市づくりの新たな潮流・変化 
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２ 板橋区都市づくりビジョンの役割・改定背景 
 

板橋区の魅力・つよみを最大限に活かし、 

新たな潮流・変化を捉えた都市づくりの展開に向けて 

 

板橋区都市づくり 

ビジョンの位置づけ 

 ➤都市計画法第 18 条の２に定められた「区市町村の都市計画に

関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）」 

計画の役割  ➤持続可能な都市づくりを進めるため、都市整備分野のみなら

ず、子育てや健康、福祉などのソフト的な政策分野との連携

を示す総合的な都市づくり方針 

計画期間  ➤令和８（2026）年度から概ね 10 年後を想定した「板橋区基本

構想」改定まで 

改定に影響を及ぼす 

都市づくりの 

新たな潮流・変化 

 ➤人口減少社会の到来や自然災害の激甚化、脱炭素社会への移

行、ポストコロナ時代など、都市づくりの新たな潮流・変化

を捉える 
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板橋区都市づくりビジョン（以下「都市づくりビジョン」という。）は、東京都市計画 都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針（東京都市計画区域マスタープラン）＊や板橋区基本構想＊に

即した、都市計画法第 18 条の２に定められた「区市町村の都市計画に関する基本的な方針（都

市計画マスタープラン）＊」です。 

  

○都市再開発の方針 
○住宅市街地の開発 
  整備の方針 
○防災街区整備方針 

都市づくりの 
グランドデザイン＊ 

都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針 

(東京都市計画 
区域マスタープラン) 

まちづくりに関する様々な施策・事業 

東 京 都 板 橋 区 

板橋区都市づくり推進条例＊ 
○区民発意の都市づくり 
○大規模土地の誘導   など 

都市計画 
○地域地区 
○都市施設 
○市街地開発事業 
○地区計画＊       など  

まちづくりプラン＊ 
○板橋駅西口周辺地区 

まちづくりプラン＊ 
○大山まちづくり総合計画＊ 
○高島平地域グランドデザイン＊ 
                        など 

板橋区基本構想 

即する 

即する 

いたばし No.1 

実現プラン 

板橋区 

基本計画 2035 

○板橋区ユニバーサルデザイン推進計画 2035 
○板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画2026 
○いたばし子ども・若者・子育て応援プラン 2030 
○MIRAI SCHOOL いたばし  など 

個別計画 
○板橋区交通政策基本計画＊ 
○板橋区景観計画＊ 
○板橋区住まいの未来ビジョン 2035 
○板橋区緑の基本計画いたばしｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗﾝ 2035 
○板橋区耐震改修促進計画 2035 
○板橋区老朽建築物等対策計画 2035 
○板橋区無電柱化推進計画 
○板橋区自転車活用推進計画  

具体化 

整合 

具体化 

整合 

整合 整合 相互連携 

整合 

具体化 

具体化 

事業整備計画 
○板橋区かわまちづくり基本計画 など  

板橋区都市づくり 
ビジョン 

都市計画に関する 
基本的な方針 

(都市計画法第 18条の２) 

図表：計画体系 

○板橋区地域防災計画 
○板橋区産業振興構想 2035 
○板橋区環境基本計画 2035 
○板橋区観光振興ビジョン 2035 
 

１ 

 

板橋区都市づくりビジョンの位置づけ  

計画の位置づけ  1-1 
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平成 29（2017）年９月に策定された、都市づくりのグランドデザインでは、『活力とゆとり

のある高度成熟都市～東京の未来を創ろう～』を都市づくりの目標として掲げており、環状第

７号線の内側は中枢広域拠点域、環状第７号線の外側は新都市生活創造域に位置づけられてい

ます。また、中枢広域拠点域の北部の拠点に板橋、大山が位置づけられているとともに、新都

市生活創造域の北西部・西部の拠点として、浮間・舟渡・新河岸、高島平、常盤台、成増・赤

塚が個別の拠点や地域として位置づけられており、将来像の一端が示されています。 

 

 

 

  

出典：都市づくりのグランドデザイン（平成 29（2017）年９月） 

【新たな地域区分】区部中心部と臨海部の一体的な発展を見据えた新たな 4つの地域区分 

「中枢広域拠点域」の位置づけ 

出典：都市づくりのグランドデザイン（平成 29（2017）年９月） 

中枢広域拠点域は、高密な道路・交通ネット
ワークを活かした複合機能を有する中核的
な拠点が形成され、グローバルな交流によっ
て、新たな価値を生み続けるとともに、地域
の多様な個性が発揮され、相互に刺激しあう
ことで東京の魅力を相乗的に向上させてい
く地域になります。 

東京都の計画における区の位置づけ  1-2 

都市づくりのグランドデザイン（平成 29（ 2017）年９月改定）  1-2-1 
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令和３（2021）年に改定された東京都市計画区域マスタープランでは、東京都がめざすべき

将来像として、世界から選択される都市の実現に向けた東京の都市構造を掲げています。東京

都における区の位置づけとして、板橋、大山が「活力とにぎわいの拠点」、上板橋、東武練馬、

成増が「地域の拠点」、浮間・舟渡・新河岸、高島平、西台・赤塚、常盤台、本蓮沼・志村坂上・

志村三丁目が「生活の中心地」にそれぞれ位置づけられています。 

  

新都市生活創造域は、駅を中心
に機能を集約した拠点が形成
されるとともに、緑と水に囲ま
れたゆとりある市街地が形成
され、子どもたちがのびやかに
育つことができる快適な住環
境の再生・創出をめざす地域に
なります。 

「新都市生活創造域」の位置づけ 

出典：都市づくりのグランドデザイン（平成 29（2017）年９月） 

出典：東京都市計画区域マスタープラン（令和３（2021）年３月） 

東京都市計画  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東京

都市計画区域マスタープラン）（令和３（ 2021）年３月改定）  
1-2-2 

中核的な拠点 

活力とにぎわいの拠点 

枢要な地域の拠点 

地域の拠点 

中枢広域拠点域 
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都市づくりビジョンは、板橋区基本構想に即し、中長期的な視点に立った板橋区の将来都市構

造を明確にし、その実現に向けた大きな道筋を示すものです。 

東京都などの関係機関や板橋区基本計画 2035 で示す防災・危機管理や産業、環境をはじめと

する分野などと連携を図り、施策を展開するための都市づくりの方針を示す役割を担うとともに、

多様な主体による協働のまちづくりを推進するための指針としての役割を持っています。 

また、人口減少社会の到来や自然災害の激甚化、脱炭素社会＊への移行、ポストコロナ＊時代な

ど、板橋区を取り巻く状況が大きく変化し、都市の抱える課題がより複雑化する中、持続可能な

都市づくりを進めるために、従来のハード的な都市整備分野のみならず、子育てや健康、福祉な

どのソフト的な施策との連携が重要となっています。 

そのため、板橋区では、都市計画マスタープランに示される都市計画分野の方針に加え、ソフ

ト的な政策分野との連携を含めた総合的な都市づくり方針を示す計画として、「都市づくりビジ

ョン」を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりビジョンは、第四次の都市計画マスタープランとして策定し、計画期間は、令和８

（2026）年度から概ね 10年後を想定した「板橋区基本構想」改定までとします。 

長期的には概ね 20年後を見据え、次世代に継承する魅力・価値を創造していきます。 

板 橋 区 

板橋区基本構想・板橋区基本計画 2035 

図表：都市づくりビジョンの役割 

防災・  

危機管理   

スポーツ  

・文化  

産  業  

環  境  

子ども  

・若者 

健康  

福祉・  

介護 教育  

板橋区都市づくりビジョン 
（都市計画マスタープラン） 

都市計画 
都市基盤整備 
土地利用  交通体系 
都市景観  地区計画 

東京都などの 

関係機関 

区民等・事業者 

などの 

多様な主体 

２ 

 

計画の役割 

３ 

 

計画期間 

連携 

連携 

協働 
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板橋区人口ビジョン（令和６（2024）年９月）では、区の人口は、令和 22（2040）年に約 60.7

万人でピークを迎え、その後、減少に転じるものと予測されています。 

今後、人口減少に転換していく時代では、多様な人々が住み、働き、訪れ、滞在・活動する、

魅力と活力のある持続可能な社会をめざしていくことが求められます。 

また、限られた財源で少子高齢化によるニーズ変化などに対応しつつ、地域資源や公共空間、

公共施設などを活かして生活圏の魅力を創造していくことで、定住や交流、地域活力の維持・

増進を図り、より豊かな生活圏を形成していくことが求められます。 

 

■年少人口  (０～14歳)：微増傾向で令和 22（2040）年の約 6.3万人がピーク 

■生産年齢人口(15～64歳)：微増傾向で令和 12（2030）年の約 40万人がピーク 

■老年人口  (65歳～  ）：微増傾向が続き、令和 32（2050）年で約 17万人に到達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣区市では、豊島区、練馬区間の人口

移動が多くなっており、豊島区、北区から

は転入が超過、練馬区、和光市、戸田市へ

は転出が超過しています。 

 

 

 

 

出典：板橋区人口ビジョン(2025～2050年)人口の長期的見通しの比較 

図表：板橋区と近隣区市との人口移動【転出・転入】/出典：住民基本台帳令和５(2023)年 

４ 

 

改定に影響を及ぼす都市づくりの新たな潮流・変化  

人口動態  4-1 

板橋区の人口動向・将来動向  4-1-1 

 

転出入の動向  4-1-2 
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首都直下地震の切迫性が指摘されている中、近年では、

全国的に大規模な風水害や土砂災害が頻発・激甚化してお

り、複合的な災害リスクへの備えや避難対策、事前復興な

どの取組を進めていくことが求められています。 

また、気候変動により夏季は災害級の暑さが続いてお

り、暑熱対策も重要とされています。 

 

令和 32（2050）年カーボンニュートラルをめざし、エ

ネルギー消費量の約３割を占める建築物分野における取

組が急務となっています。 

建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的

な強化に加え、建築物分野における木材利用の促進に資す

る規制の合理化が求められています。 

 

都市・経済の成長から、自然豊かで良好な環境で、健康

に暮らせる社会が再評価され、ひとと自然がよりよく関わ

ることのできる緑と水の豊かな生活空間の形成が重要と

なっています。そのため、生物多様性＊を考慮しつつ、樹

木や水辺などの自然環境を活かして、多様な主体の連携の

下、快適な都市環境の形成や地域活性化、防災・減災など

の社会的課題の解決につながる取組が求められています。 

 

 

まちの回遊性・滞留性向上やにぎわい・活力創出のため、

道路や河川沿いの空間、公園・広場などの公共空間が連続

し、居心地がよく、歩きたくなる空間の創出が重要になっ

ています。 

 

 

くらしの中で健康を維持しながら幸福感を感じられるような、豊かで多様な魅力ある都市空

間・ネットワークづくり、魅力創造活動の展開などにより、心身が健康で社会的にも満たされ

る都市が求められています。 

出典：国土交通白書 2022 

出典：国土交通省ウェブサイト 

出典：グリーンインフラ実践ガイド 

（国土交通省） 

出典：国土交通省ウェブサイト 

都市づくりの新たな潮流  4-2 

激甚災害・複合災害、気候変動への備え  4-2-1 

 

脱炭素社会・カーボンニュートラル ＊の実現  4-2-2 

 

グリーンインフラ ＊の推進  4-2-3 

 

ウォーカブル ＊なまち  4-2-4 

 

くらしの中でのウェルビーイング ＊  4-2-5 
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コロナ禍を経て、自宅やコワーキングスペース＊でのテレワークの進展やネット販売市場が

拡大し、都心と周辺区部の関係性、自宅と周辺のまちの関係性、ひと・モノの移動スタイルに

変化がみられます。 

ライフ・ワークスタイルの変化により、自宅や職場付近の屋外空間の価値が見直され、身近

な生活圏における心地よい居場所づくりが求められています。 

 

 

ICT＊などの新技術によって、境目のないシームレスな都市サービスがくらしの利便性を向上

させています。 

実証実験などを通じて、グリーンスローモビリティ＊（低速の電動車による移動サービス）

や自動運転＊、ドローン＊配送などの新たな都市サービスの社会実証が進展しています。 

都市づくりにおいても、新技術の社会実装に対応した都市機能・都市基盤の再編・整備が求

められています。 

 

 

都市のスマート化（スマートシティ）の推進による、エネルギーの効率的利用や柔軟な公共

空間活用などが期待されています。 

また、社会課題解決や都市活動の効率化・最適化を進める DXの取組が求められています。 

出典：第５期国土交通省技術基本計画 出典：経済産業省ウェブサイト 

出典：スマートシティ官民連携ポータルサイト 

出典：まちづくりのデジタルトランスフォーメーション 

実現ビジョン(ver1.0)（国土交通省） 

ライフ・ワークスタイルの多様化、ひと・モノの移動スタイルの変化  4-2-6 

 

Society5.0 で実現する社会 ＊を見越した都市機能＊・都市基盤 ＊  4-2-7 

 

スマートシティ ＊・デジタルトランスフォーメーション（ DX）＊  4-2-8 
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区内における DX（デジタルトランスフォーメーション）の取組 Action 

区では、学習・観光・交流の取組で AR（拡張現実）や電動マイクロモビリティ、位置情報デー

タを活用した DX を推進することで、博物館や史跡での歴史・文化のより深い体験 と併せて、

来訪者を周辺店舗へ誘導することで、にぎわいを生み出しています。 

さらに、服・腕など身に着けたまま使えるウェアラブル端末により計測された体温・血圧・脈拍

などのバイタルデータや人流データ＊といった IoT＊情報を活用し、都市づくりに反映させること

が期待されます。 

Wi-Fiセンサーや AIカメラ＊を

用いて人流を計測し、対象地域

の行動特性や回遊性のデータ

をもとに地域課題の抽出・分析

を定量的に行いました。 

◤Wi-Fi センサー等による 
人流分析 

指定エリアにおける一日単位・時間単位の人流データ 

出典：板橋区 HP 

地域の回遊性向上のため、バー

チャルとリアルを行き来する

デジタルイベントを地域の商

店・区の博物館型植物館と連携

して行い、区の植物館から商店

への人の流れを創出した取組

です。 

最新のデジタル技術に触れな

がら普段気づかなかった板橋

区の地域や施設の魅力を再発

見するとともに、回遊を促すこ

とで賑わいの向上につなげて

います。 

◤商店と連携したデジタル 
イベント 

デジタルイベントのイメージ 

出典：板橋区 HP 

電動マイクロモビリティの利

用傾向データを用いて、地域内

での移動需要の分析を行うこ

とで、交通利便性や回遊性の向

上を目指し、区内の交通施策や

まちづくりを行う上で定量的

な検討を行い、交通利便性の向

上につなげています。 

◤電動マイクロモビリティなど 
による交通利便性向上 
サービス 

電動マイクロモビリティのイメージ 

出典：板橋区 HP 
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１ 将来像（めざす都市の姿）・３つの都市像 

２ 将来都市構造・土地利用の方針 
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３ めざす都市の姿 
 

予測困難な時代において、 

持続可能な都市を実現するため地域の価値を最大化する 

 

将来像（めざす都市の姿） 

・３つの都市像 

 ➤上位計画である「板橋区基本構想」の将来像を掲げる 

➤その将来像を踏まえた「３つの都市像」を設定 

➤予測困難な時代において持続可能な区政を実現し、都市づく

りにおける効果の全区的な最大化を図るため、板橋区の「都

市デザイン」を定義する 

将来都市構造・土地利用の

方針 

 ➤将来像・３つの都市像の実現に向け、都市の骨格である将来

都市構造を示す 

➤将来都市構造を基本として、ゾーン区分に応じた計画的な土

地利用を誘導する 
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本計画では、上位計画である「板橋区基本構想」の将来像をめざす都市の姿として実現してい

きます。 

 

 

 

 

 

板橋区基本構想で掲げた将来像につながる「９つのめざす姿」を実現するため、都市づくり分

野のめざす姿の実現だけではなく、防災・危機管理、産業、環境分野のめざす姿をはじめとする

８分野の実現に貢献していきます。 

 

  

未来をひらく 緑と文化のかがやくまち“板橋” 

板橋区基本構想 将来像 

1 

 

将来像（めざす都市の姿）・３つの都市像  

将来像（めざす都市の姿）  1-1 

 

区では、令和７（2025）年に

区議会の議決を経て板橋区

基本構想を改定しました。 

板橋区基本計画 2035 は、こ

の板橋区基本構想の将来像

の実現に向け、区政を総合

的・計画的に推進していくた

めの方向性と目標を示すた

めに策定しました。 

令和８（2026）年度から令和

17（2035）年度までの 10 年

間における区の最上位計画

として、予測困難な時代にお

いても、持続可能な区政運営

を実現するための施策を示

しています。 

板橋区基本構想で掲げた将

来像につながる「９つのめざ

す姿」を実現するため、９つ

の分野の基本政策と、その取

組を示しています。 

◤板橋区基本構想で示す９つのめざす姿 

防災・危機管理 

都市づくり 

子ども・若者 

教育 

福祉・介護 

健康 
スポーツ・文化 

産業 

環境 

図表：板橋区基本構想・板橋区基本計画 2035 
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板橋区基本構想の将来像を踏まえ、本計画のめざすべき「３つの都市像」を設定します。 

あらゆる都市活動を「支える」安心・安全な都市の姿を都市像の主軸とし、未来に「引継ぐ」

環境にやさしく身近な生活圏を豊かにする都市の姿や地域を「彩る」資源を活かしたブランド

を創造する都市の姿を見据え、都市づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

環境にやさしく 豊かな生活圏の形成 引継ぐ 

都市  環境負荷の低減や資源を有効活用し、貴重なみどりを保全するとともに、身
近な生活圏に快適で魅力的な空間や活動があふれることで、だれもがこころ
の豊かさを感じることができる都市を次世代へ引き継ぎます。 
デジタル技術が進化した未来社会の姿を共有しながら、くらしやひとにうる
おいとやすらぎをもたらし、未来を担う子どもたちが成長できる都市を形成
します。 

愛着が生まれるブランド・活力の創造  彩 る  

都 市  育くまれてきた板橋の自然・歴史・文化的な特色を活かした都市空間が、く
らす、働く、学ぶ、楽しむ、憩う、交流するなどの様々な都市活動を行う舞
台として、幸福を感じ、くらしに笑顔と彩りを与えます。 
魅力かがやく都市の発展により、“板橋”の愛着を形成し、住みたくなる、住
み続けたくなる、また住みたくなる都市を多様な主体とともに創造します。 

安心・安全でしなやかな都市の実現  支える 

都市  日々のくらしを安心して過ごせ、災害時には人々の生命と財産を守る強靭な
都市を形成するとともに、活発な地域交流により、だれもが健やかにくらし、
共に支え合えるまちが育まれます。 
安全性を高めた市街地の災害予防や減災対策を進めるとともに、多様な主体
がつながりを大切にし、ともに成長しながら、自助・共助の強化により、迅
速に復旧・復興し、最小限の被害で災害を乗り越える持続可能な都市を実現
します。 

板
橋
区
基
本
構
想 

将
来
像 

板
橋
区
基
本
計
画2035 

板橋区都市づくりビジョン  

彩 る  

都 市   

支える  

都市  

引継ぐ  

都市   

防災・  

危機管理   

スポーツ  

・文化  

産  業  

環  境  

子ども  

・若者 

健康  

教育  
福祉  

・介護 

未来をひらく  

緑と文化の 

かがやくまち“板橋” 

誰もが幸せを  
実感している  

つながりと愛着が 
はぐくまれている 

図表：板橋区基本構想・基本計画と都市づくりビジョンの関係 

板橋区基本構想で掲げた将来像につながる「９つのめざす姿」を実現するため、都市づくり分野を中心と

して、防災・危機管理、産業、環境分野のめざす姿をはじめとする８分野の実現に貢献し、将来像・３つの

都市像の実現をめざす。 

３つの都市像  1-2 
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板橋区基本構想の将来像をめざし、予測困難な時代において持続可能な区政を実現するため、

多様な主体との協働や社会潮流の変化の見極め、進化するデジタル技術の活用を見据える必要

があります。 

都市づくりによる効果の全区的な最大化を図るため、「都市空間」だけでなく「都市活動」を

総合的・統一的に捉える考え方として、板橋区の「都市デザイン」の定義を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河川、道路、鉄道、建物、公園、広場などの 

生活の舞台となる「都市空間」全体と、 

くらし、働き、学び、楽しみ、憩う、交流するなどの 

ひとが織りなす「都市活動」の営みを、総合的・統一的に捉え、 

板橋区で育まれてきた自然・歴史・文化などの 

地域固有の個性や魅力・つよみを最大限に活かしていくトータルデザインの考え方 

◆都市デザインモデルについて 

『板橋都市デザイン』を実践する３つの都市デザインモデルを「第６章 都市デザインの推

進に向けて」において、『板橋都市デザイン』の実践と先導的な役割を担う取組として紹介し

ています。 

都市空間： 生活の舞台となる自然物・人工物などの 
物的要素により構成される都市基盤や環境 

都市空間において展開される人々の 
生活・活動 

都市活動： 

板橋 

都市デザイン  

ひとが織りなす 

都 市 活 動 
生活の舞台となる 

都 市 空 間 

多様な主体の協働 

進化するデジタル 
技術の活用 

社会潮流の変化の 
見極め 
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地域の価値を最大化する「板橋都市デザイン」  1-3 
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区の魅力・つよみを最大限に活かしながら、都市づくりの新たな潮流・変化を捉え、将来像

の実現をめざしていきます。 

めざすべき３つの都市像を設定し、地域の価値を最大化する「板橋都市デザイン」の考え方 

 

  

都市づくりビジョンの構成  1-4 

第３章
めざす都市の姿

未
来
を
ひ
ら
く

緑

と

文
化

の
か
が
や
く
ま
ち

板
橋

将来像

将
来
都
市
構
造
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
軸
・
拠
点
）
・
土
地
利
用
の
方
針

３つの都市像

■地域の価値を最大化する
「板橋都市デザイン」の定義

都市づくりによる効果の全区的な
最大化を図るため、
「都市空間」だけではなく
「都市活動」を総合的・統一的に
捉える考え方

■都市デザインを軸とする
都市づくり

『板橋都市デザイン』により、
各分野を総合的に捉えながら、
板橋らしい風景を描き、守り、
活かすトータルデザインの
都市づくりを推進

道路・交通

出かけたくなる移動環境
・ネットワークを形成する

都市空間

住環境・くらし

愛着と誇りを感じ
くらし続けたくなる

都市空間

安心・安全

災害・環境変化に
対応する強靭な

都市空間

引継ぐ

都市

環境にやさしく

豊かな生活圏の

形成

彩る

都市

愛着が生まれる

ブランド・活力の

創造

支える

都市

安心・安全で

しなやかな都市の

実現

第４章
分野別都市づくりの方針

第１章
板橋区の都市を知る

都市デザインモデル

第２章
板橋区都市づくりビジョン

の役割・改定背景

計画の位置づけ
・役割・期間

板橋区の都市を知る

都市空間”
“都市活動”
としての板橋区の
魅力・つよみ

板橋区の都市に関する声

新たな潮流・変化

人口動態

都市づくりの

新たな潮流

０３
０２
０１

都市づくりを進める

板橋区の姿

板橋区での位置づけ

東京都での位置づけ

板橋

都市デザイン

地域の価値を
最大化する

「板橋都市デザイン」

都市デザイン

グリーンインフラ

みどりと水辺に彩られ
ひとの活力をつなぐ

都市空間
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により、「将来都市構造」「土地利用方針」「分野別都市づくりの方針」「エリア別都市づくりの

方針」を示し、板橋区基本構想の将来像の実現をめざします。 

 

 

  

板橋・大山

大谷口・向原

上板橋・常盤台

徳丸・西台

赤塚・成増

新河岸・高島平

坂下・舟渡

小豆沢・志村

都
市
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引
す
る
モ
デ
ル

第５章
エリア別都市づくりの方針

第６章
都市デザインの推進

■エリア別の都市デザイン

エリアの特徴（自然・歴
史・文化）や資源を
最大限に活かした
都市づくりを推進

■都市デザインの推進方策

すでに実践している取組を
「都市デザインモデル」
として充実・波及させ、
全区的な協働の都市づくり
を推進

板橋区・区民・事業者

による協働の

都市づくり

都市づくりの

評価と改善

都市機能のかさなり

沿線のつながり

場面のひろがり
将

来

像

の

実

現

■３つの都市像を
見据えた分野別の
まちの姿

『板橋都市デザイン』
の考え方をもとに、
組織横断的な連携に
よる推進

赤塚・成増
徳丸・西台

上板橋
・常盤台

大谷口
・向原

板橋・大山

坂下
・舟渡

小豆沢
・志村

新河岸
・高島平
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将来像・３つの都市像の実現に向け、都市の骨格である「将来都市構造」について、ネットワ

ーク・軸・拠点の方針を示します。また、地域ごとの土地利用の方向性を示す「土地利用」につ

いて、地域それぞれの成り立ちや街並みの特徴などを踏まえて、ゾーンごとに方針を示します。 

相互に関連する「将来都市構造」と「土地利用」は、都市空間の枠組みとなり、都市活動を支

えていくことを踏まえ、隣接自治体の拠点なども広域的に捉えながら、分野別の都市づくり方針

を展開していきます。 

 

 

  

２ 

 

将来都市構造・土地利用の方針  
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区の都市構造は、埼玉県と都心をつなぐ鉄道や街道が、都心方面に集中する扇状になってい

ることが特徴です。ひとやモノが多く集中・移動する放射状の鉄道や道路とともに、環状の道

路やバス路線が移動を補完し、駅や物流施設などとつながることにより、区の都市交通を支え

ています。 

人口が集中する区内においては、駅や公園、物流施設などの「拠点」と、拠点を結ぶ道路や

鉄道、バス路線の「軸」だけではなく、河川や崖線などの「軸」とともに、身近な生活圏にお

ける移動や交流、みどりなどがつながる「ネットワーク」の充実により、多様な人々のくらし

を含めて支えることが重要です。 

前計画で進めてきた「ネットワーク型集積都市」の考え方を継承した将来都市構造をめざし、

地域の価値を最大化する「板橋都市デザイン」を踏まえ、身近な生活圏の回遊性を高める新た

な考え方を取り入れながら、豊かで魅力的な都市の発展をめざします。 

 

板橋区がめざす「ネットワーク型集積都市」 

区のつよみである交通利便性の高さ、充実した医療・産業・商業などを 

「都市空間」と「都市活動」の効果的な連携により、それらをさらに発展させる 

ことで、鉄道駅を中心に都市機能が集積した個性ある拠点を形成します。 

それぞれの拠点を、鉄道だけではなく、バス路線や進化・多様化するモビリティ、 

ウォーカブルな空間で結び、人々の回遊を生み出していくことで、「ネットワーク 

型集積都市」が形成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な生活圏の回遊性を高めるネットワークの構築 

➤ 区のつよみを効果的に発
展させ、個性ある拠点を形
成する 

➤ 拠点を鉄道やバス路線に
加えて、ウォーカブルな空
間で結び、身近な生活圏の
回遊を生み出す 

➤ カーシェアやシェアサイ
クルなどの貸出拠点とな
るモビリティハブ＊によ
り、誰もが円滑な移動や乗
り換えができる 

図表：生活圏のネットワークイメージ 

都市拠点 

生活の拠点 

都市機能中枢域 

：鉄道駅 

：モビリティハブ 

モビリティハブのイメージ 

出典：2040、道路の景色が変わる 
～人々の幸せにつながる道路～（国土交通省） 

将来都市構造の基本的な考え方  2-1 
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将来都市構造図 『ネットワーク型集積都市』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第３章 めざす都市の姿 

39 

第３章 

め
ざ
す
都
市
の
姿 

第２章 

都
市
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン 

の
役
割
・
改
定
背
景 
第１章 

板
橋
区
の
都
市
を
知
る 

第６章 

都
市
デ
ザ
イ
ン
の 

推
進
に
向
け
て 

資料編 

第４章 

分
野
別 

都
市
づ
く
り
の
方
針 

 

第５章 

エ
リ
ア
別 

都
市
づ
く
り
の
方
針 

 

 

 

平常時は、鉄道駅・公共施設・医療機関などへの

アクセスや産業、物流などの都市活動を支え、災害

時にも途切れることなく機能する道路網をめざし

ます。 

 

 

 

 

概ね徒歩 15 分圏内で配置されている鉄道駅と身

近な生活圏が、地域交通結節点（駅前広場など）や

モビリティハブによってつながり、だれもがシーム

レスに移動でき、出かけたくなる都市構造をめざし

ます。 

 

 

 

 

利便性の高い鉄道を軸に「都市機能中枢域」を扇

の要として、多様な都市機能をもつ拠点同士を居心

地よく歩きたくなる空間でつなぎ、相互で都市機能

を補完しながら都市生活の質や回遊性を高め合う

都市構造をめざします。 

 

 

 

大規模な公園・緑地や河川などを、平常時・災害

時に機能（都市環境・地域活性化・防災減災）する

「グリーンインフラ」として活用するとともに、み

どりの拠点やまちなかにあるみどりがつながるこ

とで、回遊性を高める都市構造をめざします。 

 

  

強靭な道路ネットワーク  

地域交通結節点とモビリティのネットワーク  

鉄道を軸に相互に連担する拠点ネットワーク  

みどりと水の回遊ネットワーク  

ネットワークの方針  2-1-1 
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 ➤都市の骨格を担う道路については、広域的な交通アクセスとして、都市間や地域間の

人やモノの移動を支えるだけではなく、防災・生活環境・物流・医療などの多様な機

能を支えるための基盤として整備を進めます。 

➤災害時において、避難所や医療機関などが継続した機能が維持できるように、道路基

盤の強靭化を推進します。 

➤区のみならず、城北地域の物流を担う西北部流通業務団地＊（高島平六丁目）を含む産

業集積地（都市型産業育成・更新ゾーン）に接続する幹線道路のネットワーク強化を

進めます。 

➤埼玉県の和光市方面との連携を強化するため、都県境を越えた道路網の拡充をめざし

ます。 

 

  

➤区内外を連絡する JR埼京線、都営三田線、東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心

線、西武有楽町線を鉄道の広域移動軸とします。 

➤鉄道の広域移動軸は、各鉄道駅周辺の個性を活かして形成される拠点同士を結びま

す。 

➤沿線の都市づくりを行うことで、東武東上線の立体化を促進するとともに、総合的な

都市基盤整備を行います。 

➤環状方向の新しい公共交通であるエイトライナー構想＊を捉えて、区内の東西交通の

利便性向上を図ります。 

 

➤区内外の主要な駅を結ぶ本数が多いバス路線を「広域移動軸」とします。 

➤鉄道駅のみならず公共施設や病院などを結ぶバス路線を維持し、生活利便性・交通利

便性の高い都市をめざします。 

➤新たな広幅員の道路や駅前広場の整備にあわせたバス路線の誘致・再編により、放射

状の鉄道網に接続する新たな広域移動軸の構築をめざします。 

 

 ➤樹林地の保全や緑化の推進により、多様なみどりの線的・面的なつらなりを確保する

ことで、生物多様性の保全・再生や地下水などの水循環の維持をめざします。 

 

 ➤荒川や新河岸川、石神井川、白子川では、うるおいを感じる河川空間の環境とともに、

河川敷や桜並木、水辺の散歩道など、水辺の連続的な景観や多くの人に親しまれる象

徴的な風景を守り、回遊の軸を形成します。 

 

  

都市骨格軸  

広域移動軸  

崖線軸  

河川軸  

① 鉄道路線 

② バス路線 

軸の方針  2-1-2 
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 ➤多様な都市機能を持つ拠点が近接した板橋駅周辺から大山駅周辺にかけての一体の

大きなまとまりを「都市機能中枢域」とします。 

➤複数の拠点駅や商店街、観光・交流の拠点、公園、大学、行政機能、大学病院などの

多様な機能が立地する特徴を活かし、商店街や石神井川などを軸とした回遊性の向上

を図ることで、居心地よく、歩きたくなる、区の顔となる魅力的なまちを形成します。 

➤都市機能中枢域内の生活の拠点では、それぞれの地域課題の解決とともに、都市の魅

力を際立たせる商業・業務・文化・交流・生活支援などの多様な都市機能の集積、交

通結節機能の向上を図り、質の高いオープンスペース整備などによる安全な歩行・滞

留空間の創出のため、周辺環境に配慮した適切な高度利用や土地利用の誘導により拠

点を形成します。 

 

 ➤地域の活動と交流の中心となる地域交通結節機能や商業・業務・文化・交流・生活支

援などの高度な都市機能の集積をめざす、板橋駅、大山駅、上板橋駅、高島平駅、東

武練馬駅、成増駅周辺を「都市拠点」とします。 

➤それぞれの地域の個性にあわせ、都市機能の集積による生活利便性の向上、駅前広場

整備などによる地域交通結節機能の強化、質の高いオープンスペース整備などによる

安全な歩行・滞留空間の創出のため、適切な高度利用や土地利用の誘導により、個性

を活かしたウォーカブルで魅力ある拠点を形成します。 

 

 ➤都市拠点以外の鉄道駅周辺は、生活利便施設の集積をめざす「生活の拠点」とします。 

➤各駅周辺の特徴に応じて、必要な商業環境や生活利便性の向上、交流・滞留機能など

の充実を図るため、地域の個性にあわせた土地利用を誘導し、日常生活を充実させる

拠点を形成します。 

 

 ➤駅前広場が整備されている（整備予定を含む）もしくは、公共交通の乗り換えなど交

通の要所である駅として、板橋駅、浮間舟渡駅、大山駅、上板橋駅、志村三丁目駅、

高島平駅、東武練馬駅、ときわ台駅、成増駅、西台駅を「地域交通結節点」とします。 

➤地域交通結節点では、地域の移動を円滑にするため、鉄道・バスなどと多様なモビリ

ティとの乗換えの利便性の向上を図ります。 

 

 ➤健康づくりやレクリエーションの中心となる荒川河川敷、加賀周辺、区立小豆沢公園、

都立赤塚公園、都立浮間公園、都立城北中央公園、都立光が丘公園をみどりの拠点と

します。 

➤豊かなみどりとともに、区民の健康づくりやレクリエーションの場、憩いの場、防災

機能などのグリーンインフラとしての多様な機能を活かした拠点を形成します。 

 

 ➤大規模災害時の物資輸送などの要請に応えられる西北部流通業務団地（高島平六丁

目）を「物流拠点」とします。 

➤周辺の物流施設の集約・高度化・物流の効率化により、産業の活性化や環境負荷の低

減を図りながら、都市基盤の強化を図ります。 
  

都市拠点  

都市機能中枢域  

生活の拠点  

地域交通結節点  

みどりの拠点  

物流拠点  

拠点の方針  2-1-3 



 

42 

 

 

区内の多様な地域の特徴を活かしたまちを形成し、土地利用の形態が混在する地域のくらし

を調和させるため、将来都市構造を基本として、ゾーン区分に応じた計画的な土地利用を誘導

します。 

➤ 適切に用途地域＊・特別用途地区＊・高度地区＊・地区計画などの都市計画制度を活用し、良

好な環境の維持・向上、大規模な民間開発の規制誘導、産業活力の維持・育成を図ります。 

➤ 鉄道駅を中心とした特色ある拠点形成を図るため、都市機能中枢域や都市拠点、生活の拠点

などを核として、都市機能を誘導します。複数の都市計画を重層的に活用し、快適な都市空

間の創造を推進します。 

➤ 木造住宅の密集地の改善や細街路＊の拡幅整備など、道路基盤が整っていない市街地環境の

改善を推進します。 

➤ 大規模な土地利用転換に対し、公共需要の変化などの地域課題を解決し、周辺環境との調和

に配慮した良好な土地利用の転換を推進します。 

➤ 都市の活力を生み出すための都市機能の更新や新たな都市施設の整備を契機としたまちづ

くりプランなどに基づき、地域の特徴を活かし、周辺のまちと調和した土地利用を適切に誘

導します。 

 
  

 

 

 

  

土地利用方針図 

土地利用の基本的な考え方  2-2 
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「都市再生特別措置法の一部を改正する法律」に基づく、立地適正化計画＊については、国

や東京都、近隣区などの動向を踏まえ、多角的な視点から検討を進めます。 

ゾーンの名称 土地利用の方針 

 

都市機能集積 

ゾーン 

➤ 都市機能の更新を図り、都市の魅力を際立たせる商業・業務・文

化・交流・生活支援などの多様な都市機能が集積し、これらと調

和した都市居住を誘導することで、中高層建築物を主体とした

活力とにぎわいを生み出すまちを形成します。 

 

生活利便性向上 

ゾーン 

➤ 幹線道路沿道では、広域的な道路機能を活かし、中高層建築物を

主体に商業・業務機能を誘導し、多様な生活サービスが充実した

まちを形成します。 

➤ 上記以外の道路沿道やその周辺では、地域の日常生活を支える

身近な商業・生活支援機能の充実を図り、生活利便性の高いまち

を形成します。 

 

都市型産業育成 

・更新ゾーン 

➤ ものづくり産業集積の維持・向上を図るため、工業系用途以外の

立地規制とともに、中層建築物を主体に、時代のニーズに対応し

た産業機能への転換・更新、物流の効率化の誘導などにより、ひ

と・モノが集積する都市型産業の利点を活かした働きやすい産

業活力にあふれたまちを形成します。 

➤ 住宅規制がされている地域では、中高層建築物を主体に、さらな

る産業活力を醸成するまちを形成します。 

 
産業と住宅の 

共存ゾーン 

➤ 都市型産業に配慮しつつ、中層・中高層建築物を主体に、良好な

住環境の維持・創出を図り、くらしと産業が調和した働きやすく

住みやすいまちを形成します。 

 

多様なくらしが 

共生するゾーン 

➤ 多様な土地利用が共存する地域特性を活かしつつ、中層建築物

を主体に、住宅を中心としてくらしに密接する店舗や工場など

が共生し、彩りのある多様なくらしができるまちを形成します。 

➤ 隣接するゾーンの街並みとの調和により、良好な市街地環境を

誘導します。 

 閑静な住宅地 

保全ゾーン 

➤ 崖線周辺や伝統ある住宅地などの良好な住環境を保全し、緑豊

かでゆとりある低層建築物を主体としたまちを形成します。 

 

 みどりの拠点となる

荒川河川敷 

➤ 荒川河川敷の魅力及び機能向上を図るため、広大な河川空間と

豊富なみどりを活かした、にぎわい創出につながる水辺空間を

形成します。 

 みどりの拠点となる

公園 

➤ 健康づくり、交流、防災などの多様な機能を持つ自然環境の保

全・活用を行います。 

土地利用の方針  2-2-1 

立地適正化計画の検討  2-3 
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身近な生活圏を結ぶコミュニティバス Action 

◤板橋区コミュニティバス「りんりん号」 

東武東上線「下赤塚駅」・東京メトロ有楽町線・副

都心線「地下鉄赤塚駅」と都営三田線「新高島平

駅」をつないでいます。 

公共交通サービス水準の向上を図るとともに、観

光・文化施設の集積地でもある区立美術館周辺を

経由することにより、観光・文化施策の振興もめ

ざし、赤塚・徳丸・四葉・大門・高島平地域で運

行しています。 

下赤塚駅と新高島平駅の間を循環しており、どのバス停から乗車しても、約 10分でどちらかの駅

にアクセスすることができ、通勤・通学などの身近な交通を支えています。 

また、バス停は「区立美術館」や「赤塚植物園」などの多くのスポットにアクセスすることで、

区内の観光地巡りにも活躍しています。 

板橋区コミュニティバス「りんりん号」 

◤ウォーカブル推進都市 

国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成をめざし、国内外の先進事例等の情

報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加し、ウォーカブルなまちづ

くりを共に推進することを目的として、地方公共団体を対象に「ウォーカブル推進都市」の募集

を行っています。区は、令和７（2025）年 4月に「ウォーカブル推進都市」の登録を行いました。 

 

車中心からひと中心の空間へと転換を図り、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の

快適性の向上を目的として、区市町村や民間事業者などが実施する道路・公園・広場などの整備

や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

として推進していきます。 

ウォーカブルなまち 

出典：ストリートデザインガイドライン - 居心地が良く歩きたくなる街路づくりの参考書 
（国土交通省_R３(2021)年４月） 
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